
（阿部）午前中にはデイヴィッド・ゴードン先

生と湯浅 誠さんから，日本の現状，それからイ

ギリスの経験ということで非常に貴重なお話を聴

かせていただきました。しかし，皆さまも私とた

ぶん同じような心境にあるのではないかと思いま

すが，でも一体，具体的に何をすればいいの，こ

れから私たちは一体どのような方向で向かってい

けばいいのということについて，もっと詳しく話

を聞きたいというふうに思っていらっしゃるので

はないかと思います。

今日は，日本とイギリスを代表する貧困・社会

的排除の専門家の方々をお招きして，パネル・ディ

スカッションを企画しております。本当にここに

いらっしゃる方々はこれからの日本の政策を引っ

張っていく方々ですし，またイギリスの側でもこ

の方々は，これからのイギリスの社会政策でこれ

まで以上にやはり非常に影響していくと思います。

ですので，ここで話されることは，本当に現実に

その方向に持っていくことも可能なのではないか

という期待も込めて，この2時間のディスカッショ

ンを行いたいと思います。

後半では，皆さまのフロアからも質問をどんど

ん出していただければと思います。皆さん方とパ

ネリスト方々との間のディスコースの中で，もし

かしたら新しいアイデアや方向性というものも生

まれるかもしれません。ですので，よろしくお願

いしたいと思います。

では，最初に5人のパネリストの方々から，そ

れぞれ5分間ほど，湯浅さんとデイヴィット・ゴー

ドン先生の基調講演に対するコメントをいただき

たいと思います。

まずお話しいただきたいのがもうご紹介する必

要もないかと思いますが，同志社大学の橘木俊詔

先生でいらっしゃいます。橘木先生は日本の格差

ということについて，いち早く警報を鳴らしてく

ださった方です。それから一貫して，日本の社会

政策に関して，いろいろな視点での問題提起を行っ

てこられました。その橘木先生のお立場からお二

人にコメントをお願いしたいと思います。それで

は，橘木先生，よろしくお願いいたします。

（橘木）はい，分かりました。5分しかござい

Vol.48 No.124

パネル・ディスカッション

パネリスト デイヴィッド・ゴードン（ブリストル大学 タウンゼント国際貧困研究所長）

湯浅 誠（元内閣府参与 元内閣官房社会的包摂推進室長）

ジョナサン・ブラッドショー（ヨーク大学教授）

クリスティーナ・パンタジス（ブリストル大学教授）

駒村 康平（慶應義塾大学教授）

岩田 正美（日本女子大学教授）

橘木 俊詔（同志社大学教授）

モデレーター 阿部 彩（国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長）

公開シンポジウム
日時：2012年1月7日（土）13:00～17:15
場所：慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール

社会的包摂 政策の成功と失敗
イギリスの経験，日本の希望



ませんので，すぐに早速コメントと質問に入らせ

ていただきます。一番目の質問はデイヴィッド・

ゴードンさんにしたいのです。私が一番いいグラフだ

なと思ったのは，皆さん，お手元にレジュメをお持

ちだと思いますが，8ページの表（本特集6ページ）

です。8ページのLow-incomehouseholdです。

これが非常に私にとっては分かりやすい表です。

格差や貧困や低所得というのは，もう政治の世界

と密接に結びついているということを如実に語っ

ているんですよ。

これを見ますと，まずサッチャーさんの保守政

権のときにサッチャーさんがどういう政策をやっ

たかというと，皆さんもご存じのようにいわゆる

経済競争促進，それから規制緩和，福祉削減。

「福祉なんかをやると人間は怠惰になるんだ」と

言い放って，新自由主義に基づく政策をやって，

サッチャーさんの在任中に，いわゆる低所得者の

Householdの比率が10％から25％に上がったと

いう大変な貧困社会になっている。これはまさに

政治の世界がこういう効果をもたらしたという，

もう格好の材料だと思うんですよね。サッチャー

さんの後にメージャーさんがいて，これも保守党

でした。そしてその後ブレアさんが労働党で少し

Low-incomeの人たちが減って，ゴードン・ブラ

ウンになり，そしてまた政権が替わってキャメロ

ン氏の保守政党になりましたよね。

私の質問は端的な質問です。保守党の政権になっ

たら，またサッチャーさんの世界に戻るのか，戻

らないのかということをお聞きしたい。ブレアさ

んの労働党の政権になって，元のサッチャーさん

に戻らなかったのは，皆さんもご存じのように彼

は「第三の道」と言って，古い労働党の政策では

なくて，新自由主義のいいところも取り入れると

いう「第三の道」をやったので，サッチャーさん

のときほどではなくて，Low-incomeグループの

人たちが減ったのは多少減ったというのにすぎな

いという解釈はできると思うんですよね。そうい

う意味で政治の世界と貧困なんかの関係がこのよ

うに如実に出てくると，繰り返しになりますが，

今回のように保守党政権になったら元に戻るとい

う予想が可能かどうかということをお聞きしたい。

私のような外人でもイギリスの首相の名前は連

続して言えるんですよ。サッチャー，それからメー

ジャー，ブレア，ゴードン，それからキャメロン

ですか。それに関して日本を思い出しますと，日

本の首相は，毎年，毎年替わっております。もう

非常に情けない状態になっておりまして，日本の

政治は一体どうなるか。もう混沌として何も期待

できないという状態にいると言ってもいいと思う

んです。

でも，自民党から民主党に替わったときに多少

の変化はあった。例えば1つ言えば，湯浅さんな

んかが努力されて，日本の貧困率というのを出せ

というようなことを言われた。今まで自民党の政

権では，日本の貧困率というのは公式統計ではな

かったのですが，民主党の政権になってから，貧

困率が15.4か15.7％だということを政府が認め

て公表しましたので，そういう意味での変革はあっ

た。そして彼が言われたように子ども手当や学校

無償化とか，いろいろな形で政策の変化は多少あっ

たけれども，イギリスほどの変化はないというよ

うな解釈ができるのではないかと思うんです。そ

ういう意味で，私はこの表を見て，政治との関係

を非常に如実に物語っているということだったの

で，お聞きしたいというのが第1点。

それと第2点は湯浅さんにお聞きしたい質問な

わけですが，今，世界で何が起こっているかとい

うと，皆さん，ご存じのようにアメリカでいわゆ

るオキュパイ・ウォールストリートという運動が

起きて，アメリカの1％の高所得者が99％の貧困

者を搾取しているというわけで，格差拡大を批判

してアメリカの若者が立ち上がったんですよね。

そしてアメリカの若者が立ち上がって，アメリカ

から全世界にこういう格差を排除する運動をやろ

うといって，世界各国でライオット（Riot）が

起きました。デイヴッド・ゴードンさんの発表で

も，ロンドンやいろいろな町での若者のいわゆる

抵抗運動が起きたのが報告されましたよね。

日本もそれをやろうという示唆をアメリカあた

りから受けたけれども，日本では声はかかったけ

ど，ほとんど抵抗運動がなかった。これは，私，

なぜかなと。日本だってもう貧困社会になってい
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るし，格差社会になっているのに，何で日本の若

者がこんなに大人しいのだろうかというのを不思

議に思っていました。考えてみれば，日本は少子

化で子どもの数が1人，2人で，非常に少ない。

もう親は自分の子どもがかわいいから，よりかわ

いがるということをやって，抵抗運動なんかやる

と就職がみつからないというようなことで恐れて，

そういう抵抗運動をやってないかもしれないとい

うようなことを感じた。親がサポートしてくれる

から，社会が悪いんだと言って騒ぐ必要がないと

いうふうに若者が判断したかもしれない。

このような解釈をしているんですが，湯浅さん

から見られて，なぜあのときに日本の若者が立ち

上がらなかったのか。実践運動をされている方か

らの解釈をお聞きしたいというのが私の質問であ

ります。もう5分過ぎましたので，このぐらい

で終えておきます。

（阿部）ありがとうございました，橘木先生。

この2つの質問は後ほど返るとして，次，駒村先

生にお話しいただきたいと思います。慶應大学の

駒村康平先生は，社会保障制度・労働政策の全て

の分野について，全て知っているということで，

いつも感銘させられている先生でございます。政

府の社会保障審議会等のいろいろなメンバーにも

なって，いろいろな助言を行っていらっしゃいま

す。それでは，駒村先生，5分ほどでよろしくお

願いいたします。

（駒村）今までお二人のお話でありましたよう

に日本の社会というのは端的に言うと，1960年

代から90年代までにかけては，夫が仕事で，妻

は暮らしのほうを支えるという，仕事と暮らしの

分業というような社会になっていた。これは，一

定以上の世代から見れば非常に麗しき時代だった

のかもしれません。これを支えたのが日本の特徴

のある日本型雇用システムでした。システムの中

で，職，収入，それから住居までが保障されてい

たというものであります。それと非常に整合性が

あるように専業主婦という生き方が可能になって

いく。社会保障の制度もこういう正社員の人を前

提にした仕組みになっていた。教育制度もそうい

うことを前提に，学校から職業へスムーズに移行

できるようにしていた。

また，歴史を振り返ると日本は自然災害の多い

国なのですが，図1で示すように1960年から阪神

神戸大震災までは，1千人以上の死者を出すよう

な災害がほとんどなかった。1960年から90年中

半までは日本の自然環境も非常に安定し，よい時

代だったわけです。高い経済成長もあり，貧困と

いう問題は極めて限定的になっていた。

しかし，90年代以降の停滞は再び貧困問題を

大きくしている。図2はおおむね20年刻みで経済

成長の平均値を見ているものですが，60年代，

70年代，80年代，90年代以降と見ていくと経済

成長の平均値は20年刻みで半分以下になってい

く。

貧困へ目を向けますと，図3が生活保護の被保

護者数の推移受給者です。戦後間もないころは非

常に多かったわけですけれども，これも90年代

中半まで多少の変動はありますけれども，受給者

数は傾向的には減少してくるという時代であった。

しかし，90年代半ば以降，反転し，どんどん増

加していって，2011年夏には戦後最大にまで上

がってきています。日本は90年代中半を境に大

きく日本の環境は変わった。短期間で急激に日本

の社会経済の仕組みが変わっていき，それに社会

保障制度がついてこられなくなっている。

私は2つの対照的な世代に着目したいと思いま

す。団塊の世代と団塊ジュニアの世代です。戦後

直後に生まれた団塊の世代は非常に人数が多いわ

けです。この方たちが若い時代に過ごしたころは，

先ほど申し上げたような非常に恵まれた日本社会

が安定した麗しい時代だったわけです。その次の

世代，その子どもたちの世代は，雇用も社会保障

も極めて不安定な社会を過ごしている。

図4は，大学を卒業しても，いわゆる就職先，

進路が不明だった学生が90年代前半から非常に

増えていっている状況を示しています。この多く

が非正規労働者になっている。学校から職場への

架け橋，教育と雇用システムがそれぞれ課題を持っ
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ている。その結果，働きながらも世帯の収入が生

活保護の水準よりも低いいわゆるワーキングプア

が，特に若い世代を中心に急激に増えていく。

こういった人たちは未婚率も高い。図5で示し

ているように，世帯構造が大きく変化している。

日本は既に1人で暮らしている方が一番多くなっ

ているわけですけれども，将来さらにそれが増え

ていき，4割近い方が1人で暮らしていく。団塊

世代と団塊ジュニア世代以降の世代のでは全く異

なる社会を過ごし，価値観もかなり異なる。

このようなこの20年の日本社会の大きな変化

を踏まえて，まずゴードンさんに質問をさせてい

ただきたいと思います。まず日本はこの社会経済

の仕組みが短期間で，わずか20年間で大きく変

わってきたという，短期間での大きな構造変化を

経験しているわけですけれども，イギリスにも同

様な短期間での大きな社会構造変化があったのか，

あったとするとそれにどのように対応したのか？

次に貧困が再び拡大するなかで，どのように社

会的包摂を行うのか湯浅さんとゴードンさん，お

二人にお聞きしたい。財政が厳しい中で日本の福

祉分野の公務員の数というのは非常に人数が減っ

ていて，絞り込まれていき，しかも経験，スキル

がないという状態になって，予算も不安定だとい

うことであります。社会的包摂を行政で担うこと

はとても難しい。ここで民間の力を借りるわけで

すけれども，民間の役割，非営利役割と公的分野

をどういうふうに役割分担し，連携せればいいの

か。以上，私の質問は2点させていただきます。

ありがとうございます。

（阿部）ありがとうございます。それでは最後

に岩田正美先生にお願いしたいと思います。岩田

正美先生は日本女子大学の教授でいらっしゃいま

すし，もちろんここにいらっしゃる方は皆さんご

存じかと思いますけれども，私が貧困は研究者と

して一番尊敬している先生でもいらっしゃいます。

長い間ホームレスのご研究をなさり，その後は貧
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駒村スライド1 自然災害による死者・行方不明者数の推移。例外的に自然災害の少ない時期：1960-1990年

出典：「平成21年防災白書」

http://www.bousai.go.jp/hakusho/h21/bousai2009/html/zuhyo/zuhyo002.htm
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駒村スライド3 被保護世帯数，被保護人員，保護率の年次推移

資料：福祉行政報告例より保護課にて作成

駒村スライド2 経済成長の長期動向

出典：「内閣府SNA」より作成



困者・公的扶助に関して多くの提言をなさってお

られます。それでは，岩田先生，よろしくお願い

いたします。

（岩田）岩田と申します。よろしくお願いいた

します。一応スライドを用意してあるのですけれ

ども，これは後で見ていただくことにして，ゴー

ドン先生と湯浅さんのお話に対して，2つほどコ

メントをしてみたいと思います。

1つは，ゴードン先生は，日本の人口のトレン

ドがもう非常に危ない時を，もしかすると越えて

しまったかもしれないという危機的な中で，人口
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駒村スライド4 学校から就職の掛け橋の劣化出典：日本学術会議「大学と職業の接続のあり方について」

資料：福祉行政報告例より保護課にて作成

駒村スライド5 世帯構成の変化単身世帯が多数派に。家族機能の低下

資料：国立社会保障人口問題研究所「日本の世帯数将来推計より「作成」
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の増大をするためにワーク・ライフ・バランス，

あるいは子どもへの手厚い保障で，例えばイギリ

スのシュア・スタートというようなものが成功し

たことを，われわれへの示唆としてお話いただい

たわけです。しかし，駒村先生のお話にもあった

ように，日本の場合，子どもへの保障の前に，結

婚できない男女が増えており，しかもその結婚で

きない男女は就労も不安定であるというような傾

向が，いろいろな調査で明らかになっているわけ

ですね。そうすると，そのワーク・ライフ・バラ

ンスや子どもへのさまざまな保障と同時に，ある

いはその前にといいますか，若い男女の結婚でき

るまでの保障，あるいは，もうちょっと言います

と，学校から社会人に入っていくときのスタート

保障を，子どもへの保障と二重路線でやっていか

ないと日本はもう間に合わないのではないか。

日本の場合は労働市場が，非常にフレキシブル

になったわけですけれども，しかし依然，新卒市

場中心という矛盾がある。転職や再就職が非常に

難しい社会。つまり，やり直しができない社会で

あるわけですね。この矛盾を変えながら，大人に

なった男女が社会で何回もやり直しができる保障

の仕組みは，どうやってつくっていくか。これは

日本にとって第一課題であると思います。それと

同時に，子どもや子どもを持つ可能性のある家族

への保障というのが，同時並行して行われないと

もう間に合わないというような感じがしておりま

す。

それから2点目は，湯浅さんのお話の社会的包

摂政策の仕切りの問題です。私は湯浅さんのお話

はもうちょっとパーソナル・サポート・サービス

に行くだろうと予想していたんですけれども，大

変正直に包摂政策の間仕切りがとても難しいとい

うお話をされまして，なるほどと思ったんですね。

これは当然のことです。湯浅さんがおっしゃった

ように，排除された人々は，日本型福祉社会の枠

から外れた人ですから，これを包摂するというこ

とになりますと，基本的には日本型福祉国家のか

なり大幅な組み替えが必要なわけですね。そうし

ますと，それは当然普通の政策に反映されざるを

得ないので，どれもが包摂政策だということになっ

てしまうと思うのです。そうすると，なぜ包摂室

を作ったのか，そこでなにをやるかということを

決めていくのが大変なことになる。

これは，イギリスの先生方に私が間違っていれ

ば後から修正をして補足していただきたいのです

が，私が知っている限りで言いますと，イギリス

のブレア政権がスタートさせたSocialExclusion

Unitが行ったのは，ターゲット目標を毎年変え

ながら実施していくような型のプログラムです。

たぶん最初の年が野宿者対策，その次は学校から

のドロップアウト，そして次は精神障害の人だっ

たか，何かそういうふうにターゲットを決めてや

られたように思います。たぶんその後，EU全体

での共通課題を列挙してやっていくようになった

のではないかと思います。つまり，後で変わって

いったかもしれませんが，socialexclusionunit

のやり方は，ターゲットを決めて，これに対する

良い実践例（GoodPractice）を収集し，広めて

いくようなやり方ですね。今パーソナル・サポー

ト・サービスもそうだと思うんですが，いろいろ

各地でやられているサービスのよい例を挙げて真

似していくというんですか，そういうようなやり

方であったのではないかと思います。それが成功

したのか，失敗したのか。野宿者政策については

かなり批判があったということを私は聞いていま

すけれども。

それで時間もありませんが，用意してきた「多

重セーフティネット」のスライド（岩田スライド
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1）を見ていただきたいと思います。これは，リー

マンショックなどに前後して可視化された，若い

人々も含むワーキングプアへの対応としてだされ

た緊急雇用対策を，既存の二つの制度，社会保険

〔雇用保険〕と生活保護の間に挟み込んで，セー

フティネットを分厚いものにする，という概念図

です。これは提示する省庁で微妙に違うようです

が，ご存じのように真ん中の第2のセーフティネッ

トとしては，求職者支援法がこの10月にスター

トしています。また，これにまだ臨時措置にすぎ

ない住宅手当がつくというような構図になってい

ます。これは，2008年以降急激に増えている最

後のセーフティネットの手前で食い止めたい，と

いうことだろうと思います。

この中で，パーソナル・サポート・サービスも

かなり期待されている。しかし現実にはまだ非常

に限定的なモデル事業制度なので，何が出来るか，

よくわかっていない。そうすると，結局，確かな

制度は生活保護制度しかないということになる。

さらに，日本では生活保護も就職支援をやってい

るんですね。生活保護は一般扶助で，働いている

人，働ける人もむろん拒みませんから。そうする

と，これは多層セーフティネットになっていなく

て，並行している（岩田スライド2）。しかも，

簡単に生活保護に入れているわけじゃありません

から，多くの人はまだ取り残されているという構

図がおそらく現実だろうと思います。

一言だけ申し上げておきますと，パーソナル・

サポート・サービスというのは非常に大事な考え

方だと私は思うんですけれども，2つの問題があ

ります。1つは，そのサービスの提供者が一体ど

この機関に所属するかということです。これはさっ

きちょっと話があったと思いますが，縦割りの制

度をつなぐのですけども，どこに帰属するかによっ

て非常にその働きが変わってきます。これは社会

福祉の中で今までいろいろな失敗があります。

それからもう1つは，こういうサポートサービ

スというのは，利用できる資源が豊かでないとやっ

ぱり機能しないわけですね。とりわけ支援団体が

非常に強く主張していた住宅手当とパーソナル・

サポート・サービスの2本立てのうち，住宅手当

がかすんでいるのでないかと。求職者に限定しな

い低所得層全体へ住宅手当を広げることが，ゴー

ドン先生のおっしゃったような安心して子どもを

産み育てる若い世代をサポートしていくことに寄

与するような政策方向なのではないかと思います。

以上です

（阿部）ありがとうございます。それでは次に

ジョナサン・ブラッドショー先生にお願いしたい

と思います。ジョナサン・ブラッドショー先生は，

OECDやEU，ユニセフなど本当のたくさんの国

際機関，またはもちろんイギリス政府のほうでも

アドバイザーやコンサルタントとして，子どもの

貧困をはじめとしてさまざまな社会政策に助言を

いただいている方です。ここにお呼びできたのは

非常に光栄に思っております。それでは，ジョナ

サン先生，お願いします。
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（ブラッドショー）本日のシンポジウムは，「イ

ギリスの経験，日本の希望」ということ，あるい

は英語のタイトルであると「イギリスの教訓」と

なっているんです。（イギリスの状況がよくない

ので）どうしてこんなタイトルがついているのか，

私も分からないですが，ただイギリスからも教訓

を学ぶことができるということは言えると思いま

す。

多くの意味で日本は尊敬するべき福祉国家政策

を取ってきました。お互いに学び合うことがある

と思います。例えば日本の介護保険制度からイギ

リスは学ぶことができると思います。また若年失

業率がなぜ日本では低いまま維持できているのか，

また医療保険制度どうやって充実しているのか，

なぜ日本人は健康なのかということを学ぶことが

できると思います。歴史の異なる，文化の異なる

国同士で学び合うことはたくさんあると思います。

我々（イギリス）は，アメリカを，いろいろと何

十年間も参考にしてきたんですけれども，参考に

するたびに過ちを犯してきました。（日本がイギ

リスから学べるかとう点については），昔はイギ

リスから教訓を学ぶことができたとしても，今は

状況が変わっておりまして，イギリスの状況はど

んどんと悪化してしまっていますので，参考にで

きるところは残念ながらならなくなってしまって

います。

でも，既にゴードン先生がカバーした点にはなっ

てしまうのですけれども，私は子どもの貧困にフォー

カスしたいと思います。なぜならば，日本の子ど

もの貧困率は上昇しており，またイギリスの子ど

も貧困率は最近までは下落していました。日本の

子ども貧困率のほうがイギリスの子ども貧困率よ

りも高いのです。ですから，もし何か参考になる

分野がイギリスにあるとしたならば，子ども貧困

対策ではないかと思ったので，このテーマを選ん

だのです。

次のスライド（ブラッドショー1）は，サッチャー
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政権時代の結果，子ども貧困率がどうなったかと

いうことを示しておりまして，サッチャー政権時

代は3倍増になってしまったのです。かつて10％

強だったのが，3人のうち1人の子どもが貧困世

帯であって，中央値の60％未満の所得の家庭で

育っていた。ゴードン教授が示したとおり，トニー・

ブレアは子どもの貧困を撲滅させるということで

戦略を発表しました。その戦略の一環として，経

済を管理することによって物価上昇を低く抑えて，

雇用を増加させるのだということを言って，これ

が最も重要な措置だったんです。そのことで子ど

も貧困率は下がったんです，実際に親が職を得る

ことによって。これと関連して，労働市場におい

て雇用を獲得することを支援するということ，そ

れによって，母子家庭・父子家庭の労働市場参加

率が上昇いたしました。

もう1つは，子ども手当を増額し，そのための

拠出金を増やし，また低所得労働者の賃金に関し

ては国が補助金を出す措置を取りました。また失

業者に対する手当を増やしました。ただ，これら

の措置は，子ども貧困率を引き下げるには至りま

せんでした。なぜならば所得を貧困線以上に引き

上げるだけの十分な予算が投与されなかったから

です。でも，いずれにしても保健分野，医療分野，

教育分野，またもっと最近におきましては子ども

の手当に関するサービスに関する財政支出が増え
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ました。これらに加え，子どもに関する制度が大

幅に変わりまして，子ども担当の大臣を設立いた

しました。2010年におきましては子ども貧困防

止法が制定され，法律として子ども貧困率に関し

ての目標が設定されました。

その結果どうなったかというのが次のスライド

でありまして，実際に子ども貧困率が全ての尺度

において減りました。一番上の線が貧困率であり

まして，メディアンの60％未満の児童貧困率で

す。2010年までに4分の1以下にするというとこ

ろまでは行かなかったんですけれども，減るには

減りました。ゴードン・ブラウン政権でさらに下

落いたしました。横ばいの後，ブラウン政権下で

減少しました。点線は，最終的にその目標を

2020年までに達成するために，どういう線を経

なくてはならないかということを示しております。

次のスライドは，新しいデータでありまして，

まだ公表されていません。ユニセフが発表する次

のレポート・カードに含まれるはずです。近いう

ちに，ユニセフによって公表される予定です。図

は，貧困家庭で育っている子どもの割合です（貧

困の定義は，中央値の50％未満です）。2008年

の数字がほとんどですけれども，日本は阿部先生

がデータを提供しており，2009年のデータになっ
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ております。こちらで示すとおり，日本は貧困率

の順位では下のほうであります。つまり子ども貧

困率がかなり高いということです。しかも，イギ

リスよりも日本のほうがかなり高い。

次が重要なスライドですけれども，ここで私の

主たるメッセージがあります。先進国における子

ども貧困率は何が原因か。それは社会政策であり

ます。こちらのスライドが示しております事実は，

もし社会政策が不在であったとしたならば，どう

いう貧困率になっていたかということ，また福祉

国家として手当を提供した後に子ども貧困率はど

うなったかということです。一番下にアイルラン

ドがありますが，全く社会保障給付や手当をなく

したとしたならば子どもの貧困率が最高となって

しまうけれども，福祉国家的な政策を取ることに

よって，下の棒が示すとおり実際の子ども貧困率

は低く抑え込まれているということです。

イギリスは，ブレア政権が実行した措置ゆえ，

今は子どもの貧困に対して最も大きな成功を収め

ている国の1つとなっております。子どもの貧困

率は社会政策によって抑え込まれています。

でも，一番上のほうにある日本を見てください。

これは新しい子ども手当に児童手当から変えると

いうことの影響なのでしょうか。子ども手当で状

況が変わることを願いますが，このグラフの時点

では，むしろ福祉国家が子どもの貧困率を高くし

ている。つまり，それだけ負担をかけてしまうと

いうことです。日本とギリシャしか，この逆転し

ている国はないのです。ですので，ここから学べ

る教訓があるのではないでしょうか。この証拠か

ら参考になる事実があるのではないでしょうか。

やはり子ども手当で，子どもを持つ世帯に提供す

る手当に関しては，もう設計をそもそも日本では

変えなくてはならないということは，これが物語っ

ているのではないでしょうか。

そして最後のスライドですけれども，全部，イ

ギリス我が国においては非常に悪化しているとい

うことを示しております。景気後退と新たな連立

政権ゆえに事が悪化している。戦略目標としまし

て，2013年までに財政赤字を800億ポンド減ら

すという目標をうたっていまして，そのために増

税を実施するのだということです。25％は増税

で，また手当と制度をカット，歳出をカットする

ことによって75％を達成するということになっ

ております。公的部門に関して失業率が高くなっ

ておりまして，これは非常に逆進性の強いパッケー

ジとなっております。

明らかにこの措置の結果，犠牲になるのが子ど

もであるということが明瞭であります。この戦略

の犠牲になるのは子どもたちであります。例えば

年金受給者よりも，ひどく犠牲になるのが子ども

です。年金受給者よりも，子どもたちのほうが犠

牲になってしまうというような政権になってしまっ

ております。子ども貧困率は今後イギリスでは再

び上昇し始めてしまうでありましょう。失業率は

300万人になります。オリンピック開催時，ロン

ドンで開催されるのが7月ですけれども，その

ころにはその人数になってしまう。若者はもう

100万人が失業しておりますので，オリンピック

開催時におきましては，若者たちは暴動を絶対に

やると思われます。

議論としまして争点が人々の行動に行っており

まして，措置を取るよりも貧困の定義を変えよと

いう方向に政府の議論が向いてしまっております。

若年層に対する手当を充実化させるということは

言っておりません。ですので，全く今の政権から

は学ぶべき点はなしです。どうもありがとうござ

いました。

（パンタジス）私のほうからは，コメント，ま

た質問を申し上げたいと思います。

イギリスと日本の違いについて申し上げれば，

おそらくこの社会的排除についての議論を巡って，

そして社会的包摂の政策の中においては，労働政

策との関係だと思います。新しい労働党の労働政

策。そして申し上げることができるとすれば，労

働活性化政策（アクティベーション政策）につき

ましては先の労働党政権におきましてブレア政権，

そしてゴードン・ブラウン首相のもとでの政策に

おいては，労働市場への参画が最も貧困から抜け

出す道だという仮定がありました。すなわち貧困

から飛び出すには仕事を得ることだということで
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あります。仕事を得ることで社会的包摂ができる。

そして社会的なネットワークの参加をすることが

できるようになります。

したがって，さまざまなグループに対しての政

策において，例えば長期失業者，とりわけ若い世

代。ゴードン・ブラウン政権のもとにおきまして

社会給付をずっともらい続けることはできない

（6か月）。ボランタリー活動や，また見習い就労

に就くように要請をされるということがありまし

た。女性に対する政策もあります。また片親に対

する政策も提供されたわけであります。

こういった政策が提起されたのは，例えば，デ

ンマークやスウェーデンにおいては，子どもの貧

困率について，女性が仕事をすることによる効果

は非常に低いということがあったわけです。しか

し，イギリスの実態を見てみますと，有償労働は

それぞれの個人にとりまして，また家族にとりま

して貧困から抜け出す手段となりました。貧困の

リスクは，家庭の中で2人の有償労働者がある場

合には，非常に低いということが分かっています。

このような労働積極化政策，活性化政策は，万全

ではありません。幾つかの問題も抱えております。

例えば有償労働に就けないような人たち，障害を

持っているような人たちに対して適応されていな

いということがあります。

また就労している人の貧困（ワーキング・プア）

という問題も大きな問題となりつつあります。家

庭の中において誰からが仕事を持っていたとして

も貧困状況にあるということです。そして3つ目

の問題として指摘をしなければならないのは，

（これらの政策が）有償労働を強調しているとい

うことです。社会的包摂のための主要な道筋とし

て有償労働を強調するということがあります。

（その弊害として，）例えば長時間労働（がありま

す）。特にこれは日本においては大きな問題になっ

ていると思います。長時間労働の中で子育てをし

なければならないといった条件がある場合には，

多くの女性に悪影響を与えています。とりわけ社

会参加が制限され，そして孤立度が高まってしま

います。この点は非常に重要な側面として社会排

除の観点から見ていかなければなりません。しか

しながら，政策議論の中では，有償労働のみに目

を向けられていてこの点が軽視されがちです。

まずデイヴィッドさんに質問ですけれども，連

立政権が2010年に成立してから，こういった労

働政策・市場政策が強化されています。例えば小

さな子どもを持つ女性の労働参加，そして障害を

持つ人たちの労働参加が，強要されている。こう

いった政策は社会的包摂を促進させるのでしょう

か。

湯浅さんにも質問があります。優先度というこ

とでありますが，議論の中で有償労働の中の貧困

問題（ワーキング・プア問題）をご指摘されまし

た。日本では，どの程度，労働政策の中におきま

して，社会排除の観点から社会的包摂の政策とし

て，有償労働が着目されているかという点です。

参加と孤立という議論もしていただきました。重

要な点だと思うのですけれども，より重要な質問

もさせていただきたいと思います。どのようにす

ればもっと包摂的な形で，有償報酬，そしてその

労働条件が改善されるか。例えば長時間労働が日

本では蔓延しておりますけれども，その点につい

てはいかがでしょうか。

（ゴードン）ありがとうございます。著名なパ

ネリストの皆さまから洞察に満ちた，かつ極めて

難しい質問をいただきまして御礼を申し上げます。

最善を尽くして幾つか回答させていただきます。

最初の質問は，貧困政策と政権について，今の

保守党連立政権が再びサッチャーリズムに回帰し

てしまうかという点であります。イギリスの経験

から明らかと思いますけれども，社会政策と貧困

率には高い相関関係があります。多くのジャーナ

リスト，あるいは一部のエコノミストは，近代社

会で政府ができることには限界がある，国際的な

市場の力があるし，グローバル化が進んでいるか

ら結局，政策が達成できる効果は限定的であると

いうことが言われております。でも，政策の変更

は急速に貧困を引き上げてしまうこともあるけれ

ども，削減することもあるということは明らかで

あります。排除を増やすことも可能。けれども，

包摂を増やすことも可能であるということ。です
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ので，社会政策は極めて重要だと私は思います。

果たして，現政権が以前の保守党政権のサッチャー

政権下の政策に回帰するかということは，回答は

曖昧です。イエスでもあり，ノーでもあります。

サッチャー首相は，貧困を撲滅する方法として，

辞書からその単語を消すという手段を取りました。

もう不在であると，公式文書から消えました。ア

フリカでしか起きていないことにしてしまったん

です。一方，現政権は貧困を削減する手段として

辞書からその単語を外すのではなく，その定義を

変えることで対処しようとしているということで

す。ですので，重きを置いている点が若干変わっ

てきたということであります。

ただ，ブラッドショー先生が主張されましたと

おり財政緊縮策が実施されておりまして，金融部

門の銀行の損失を公的負担で補ったことによりま

して，当然ながら福祉予算が減り，家族手当が減

るということになります。そうすると子ども貧困

率は上昇してしまいます。サッチャー時代ほどま

で上昇しないことを願っていますけれども，これ

から見ていかないと分かりません。

次の質問は，果たしてイギリスの社会は日本ほ

ど急速に変化したかという質問でした。イエスと

ノーという答えにまたなってしまいます。イギリ

スは日本に追随しました。そして20世紀後半に

おきまして似たような変化が起きました。高齢化

は進んでおります，我が国におきましても。日本

と同様です。また1人世帯が日本と同様に増えて

います。でも，度合いは少ない。スピードだって

日本よりは管理可能であります。日本におきまし

てはあまりに速いペースで変化しているから，そ

れに対応する政策対応も急速に行っていかなくて

はなりません。50年代・60年代は日本と同様，

イギリスの伝統的な家庭は，主婦が専業主婦で子

どもの面倒を見る。夫が外に出て，お金を稼ぐと

いうものでした。今は，日英両方とも女性が労働

市場に入るようになった。そして家族の責任を男

女共有するようになった。でも，その変化のペー

スは日本よりもずっとイギリスのほうが遅かった

ところであります。ですので，一部の変化は日本

に追随するけれども，イギリスのほうがペースは

遅い。一方，別の分野におきましては変化のペー

スがイギリスのほうは速い。ですので，多くの社

会における変化はこういった長期的なトレンドに

起因しております。

次の質問は，SEU（SocialExclusionUnit）

の政策と，10代妊娠とか，精神障害を抱えたホー

ムレスですとか対象者が限定された（ターゲット）

政策が成功を収めたかという質問でした。最終的

には成功したと言って過言ではないと思いますけ

れども，当初失敗したので，そこからいろいろと

学ぶべき教訓はありました。

私が子どものころホームレスの人というのは少

なかった。50年代の男性で家庭問題を抱えた人

ぐらいしかいなかった。サッチャー政権時代，社

会補助金を出した公的住宅とか，若者に対する手

当が激減しました。私が生まれてから初めて，若

い男女のホームレスが町に出るようになった。そ

の人たちは無条件で支援が必要だったのに，無条

件で福祉を提供するのは，イギリス人は下手です。

常に社会契約とか条件を付すことによってしか，

手当を提供できない国家であります。若くてホー

ムレスとなってしまうと，本当に無条件のニーズ

があるんです。ですので，ある時点におきまして

は，住宅政策に対して予算は注ぎ込んでいたので

すけれども，例えば，全ての人たちに対して住宅

を買った時に保障をするというふうなこともでき

たんですけれども，効果がありませんでした。で

すから，どのようにして家庭を持って，それを管

理するかということを学習しなくてはならなかっ

た。その教訓を学ぶペース，学習曲線は遅かった

のですけれども，今はより実行性のある政策にな

りました。

最後の質問は，ニートというコンセプトがあり

ますが，つまり学校にも入っていないし，職にも

就いていない人たちです。彼らは非常に助けを必

要とした若者集団でありまして，英日両国におき

まして極めて重要な対象集団だと思います。両国

におきましてこの対象集団を助けるためにもっと

施策が必要です。イギリスにおきましては市民の

暴動が起きました。もし，若い男女がさらに孤立

化して，職もない，教育も受けていないという状
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況になると，どうなるかは想像に固くないと思い

ます。

最後に，労働の活性化です。EUにおきまして

も，これは，重要課題とされておりまして，労働

党政権も，そして現保守党連立政権もそれを踏襲

しております。労働活性化政策は，かつては実行

性があって貧困が削減できたんです。より多くの

貧困層に職を与えることができた。でも，活性化

政策は全て（労働力の）供給側への働きかけに集

中してきました。つまり個人に労働のインセンティ

ブを提供する。そして支援を提供して，よりよい

教育，よりよい職業訓練，そして就職活動ができ

るようにするという供給側への政策に集中してき

たんです。しかし，障害者，精神障害者を助けた

い，あるいは長期失職している人たちに雇用を与

えたいということであれば，単にそういった個人

に集中するだけでは不十分であります。職場の本

質を変えなくてはなりません。需要サイドも見な

くてはならないということです。

よりフレキシブルな職場に順応していかなくて

はならない。そうすることによって長時間働かな

くて済む。ストレスがかからないような職場にす

る。異なる技能を持った人たちは，多様性という

ことで評価して，ただ25歳の若者で長時間働け

る男性しか雇わないというようなこと，その人が

家族と過ごす時間がないというようなことはなく

さなければなりません。ワーク・ライフ・バラン

スは全ての国で重要であります。英日両国におき

まして，多くの男性はもっと家族や子どもと時間

を過ごしたいと思うでしょう。女性だってそう思っ

ていると思います。またイギリスにおきましては，

自分の家族ともっと時間を過ごしたいという女性

だってたくさんいます。多くの社会問題は，雇用

主の側に存在するのであって，雇用主にもっと需

要に合わせた職場にさせるということに政策を集

中すれば，問題解決ができると思います。所詮，

企業の目的は大衆の生活を向上させるということ，

企業の存在意義は大衆のためでありまして，逆で

はないです。以上です。ありがとうございました。

（湯浅）では，私も順番に，いただいたご質問

に答えたいと思います。最初にオキュパイ運動を

日本の若者は何でやらないんだという話でした。

私も，もう若者の気持ちを代弁できる年齢ではな

くなってきているので，なぜ日本の若者がと言わ

れるとよく分かんないという感じになってきてい

ます。親のサポートがあるからということもある

かもしれませんけれども，基本的には「それをやっ

て世の中が動くと思えない。動くと思えないこと

はやっても意味がない」というふうに感じている

人が多いんじゃないかと推測しています。つまり

動く動かないはともかく，自分が我慢できないん

だから，それを表現するんだというふうに考える

人というのはむしろ少なくて，「やって意味があ

るならやってもいいけど，そんなことをやって何

の意味があるの」というふうな批判を先に考えちゃっ

て，その前で立ち止まるというか。非常にそうい

う意味では何ていうんでしょうね，やっぱり社会

的な規範に従順というか，そういう人が多いのだ

と思います。あったんですよ。なかったわけでは

ない。オキュパイの活動はあったんですが，また

今でもあるんですけれども，そういうことで大き

くなっていないのではないかと思います。

そういうふうに考えると，やっぱりどうしても

そのフラストレーションというのが，あるいはそ

の不正義に対する反発とかいうものが表に出ない

ので，結果としては内向するというか，自分に向

かうというふうになるんだと思うんですね。そう

いう意味で象徴的だと私が繰り返し思うのは，

20代・30代では自殺が死因のトップになってい
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るということです。特に男性についていうと，

20代・30代で亡くなる方の半分は自殺で亡くなっ

ています。そういうふうに外に出す回路が社会的

に塞がれちゃっているというのは，非常につらい

ところだというふうに思います。ただ，2003年

のイラクの戦争のときもそうでしたが，今回オキュ

パイ運動は，原発の事故との絡みではかなり多く

の若者が町に出てもいるということも指摘してお

きたいと思います。

それからあとは，福祉分野の公務員の足りなさ

とNPOの役割というお話がありました。福祉分

野に限らず日本の公務員は，もはや最低限の仕事

をできるだけの量を確保できてないというところ

まで来ていると私は思っています。いくら何でも

少なすぎると思っています。ですので，今回の震

災もそうでしたが，ああいう大きな災害があれば

行政の仕事というのは通常時の3倍，4倍になる

んですけど，通常時の仕事ももうぎりぎりで目いっ

ぱいでというような人員配置でやっていますから，

こういうことが起こったら全く対応できない。と

いうふうになるのはもう必然であって，いくら何

でももうちょっと増やさないと，公共サービス自

体が持たないということがあります。とはいえ，

公務員なんて仕事もしないで，高給取りばっかり

でけしからんという声の人が，日本はたぶん9割

を超えるぐらいの公務員バッシング大流行の国で，

これはもうこの20年とかになるんですかね。ほ

とんど微動だにしていないので，そんなことを言っ

ても当面変わるとも残念ながら全く思えない。

そういう中で，相対的に民間の役割が増さざる

をえないというのが実態だろうと思います。それ

はもう日常的にもそうですし，今回の大震災のと

きのさまざまな救援活動や今現在のいろいろな取

り組みでも，もうそうなっています。そうなった

ときに行政の特徴は，中立，かつ公平ということ

です。他方，NPOなり民間の特徴は個別の人に

対して，ぐっと入り込む，あるいは寄り添う。公

平性とは関係ない。もっと集中した，狭いけど，

集中した取り組みということです。この両者が本

当はうまくかめれば，より大きな力を発揮できる

可能性はありますが，下手をすると狭間はかつて

よりもさらに大きくなるということになるだろう

と思います。それで今は，局面，局面において，

その狭間がより大きくなっている面が出てきたり，

場合によっては両者がうまく埋め合えたというよ

うな場合もあったりということで，かなりばらつ

きがある。

これについては，そもそもの問題として，まず

こういう自体に対し，行政の側も民間の側もお互

いとどうつき合っていいのかよく分からない，相

互に慣れてないということがあるとは思います。

どちらかというと民間のNPOとかNGOの活動と

いうのは，行政と距離を置くことに存在意義を持っ

てやってきているので，あんまりその接点がなかっ

たんですね，今まで。行政的にもそういう人たち

の存在はあんまり見えてないというか，見ていた

としてもうるさい連中としか見えてないというよ

うなことがあったりします。私もそうですが，う

まくつき合うという経験がない。

そういう中で，行政とNPOの間をつなぐ，通

訳と私は言っていますけれども，通訳みたいな人

が必要なんだと，増えていく必要があるんだろう

と思っています。言ってみれば民間の理屈が分か

る行政の人，あるいは行政の理屈が分かる民間の

人。そういう人が増えていかないと，溝はより一

層広まっていってしまうなと危機感を持っている

ところです。

それから3点目，住宅手当の話がありました。

岩田さんのレジュメで一番上のページに多層セー

フティネットの提案とあります（岩田スライド1）。

これと，岩田スライド2を見ていただくと，似て

いるけれども，ちょっと違う図が載っています。

岩田さんのレジュメの多層セーフティネットの提

案というもので，パーソナル・サポート・サービ

スは第2のセーフティネットの一環として位置づ

けられています。これは厚労省の資料がそうなっ

ているからですが，実は私たちというか，内閣府

というか，ではパーソナル・サポート・サービス

を第2のセーフティネットだけに限定した形では

出していなくて，第1から第2，そして生活保護

も含めて，それにまたがるものとして出している

んですね。これは何でそうなっているかというと，
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第1のセーフティネットのハローワークが所管し

ている雇用保険と，あとは自治体の生活保護行政

が所管している生活保護のケースワークとの整理

がついていないので，厚労の資料はより慎重な表

現になっているという意味で違いがあるわけです。

そこを触れておいた上で住宅手当の話ですが，

現在の状態の中で第2のセーフティネットの中の

求職者支援制度ですね。生活給付を受けながら職

業訓練を受けられるというやつですが，あれが去

年10月に恒久法化されました。第2のセーフティ

ネットというのは，もともと2009年の一次補正

でできたときには，一群の政策で7つぐらいの政

策の集合体としてあったわけです。ところが，今

回恒久化されたのはそのうちの1つの求職者支援

制度だけで，住宅手当は基本的には今年度で終了

というふうになっている。これでは第2のセーフ

ティネットにならないので，結局，生活保護の手

前の歯止めにはならんだろうということです。そ

れはもう全くおっしゃるとおりで，私もおかしい

だろうというふうに言っています。これは，その

生活保護の住宅扶助，住宅費相当のものを単独支

給する問題も含めて，かなりセーフティネット全

体の課題として考える必要があるだろうと思って

います。

1つの問題は，まず第2のセーフティネットで

住宅手当のことを入れようとすると，雇用保険の

支給額の少ない人よりも，第2のセーフティネッ

トというのは失業保険を受けられない失業者，雇

用保険を受けられない失業者に向けての対策です

が，そっちの給付額のほうが大きくなってしまう

という逆転現象が起こるのをどうするのか。雇用

保険にも住宅手当が適応できるようにすればいい

じゃないかというのが1つの回答策ですが，そう

するとおそらく兆ぐらいのお金の単位が必要にな

る。日本の住宅政策は，稼いだ金で買いなさいと

いうことで一貫して戦後やってきましたので，そ

ういう中で，そのような割と広い層を対象にした

住宅手当というのが社会的な合意が取れるという

ことは，とても大きな問題です。本当はそこら辺

をミックスして住宅扶助の探求も可能にして，き

ちんと生活保護の手前のセーフティネットを確立

すべきだと私も思いますが，他方で，今言ったよ

うな制度設計上の問題と金額の問題と，あとは社

会的な理解の問題というのがあるんですね。

それからあとは労働政策ですね。ワーキングプ

アの人たちに対して，あるいは長時間労働や報酬

の問題，社会的包摂の問題としてということです

が，さっき話したように労働市場の中に包摂され

ているにもかかわらず，決して社会的に包摂され

ているとは言えないよう状態の人が増えている。

私は「過労死か，貧困か」と言ったりしますが，

一方で週60時間以上を超える超長時間労働が一

般化してきていて，30代の人では３割を超えて

います。他方で，短時間しか働けない，年収200

万円未満という人が労働者全体の4分の1で，

1,100万人を超えている。そういう状態ですから，

労働市場の内部におけるかなり極端な二極分化で，

どちらもとても生活の質がいいとは言えない。そ

ういうような人たちが増えていて，それを何とか

しなきゃいけないというのはもうおっしゃるとお

りだと思います。

この問題は，まず1つには社会保障の問題とやっ

ぱりセットで考える必要があるということです。

生活保護の問題などは，生活保護の問題だけ考え

ていると答えは出てきません。社会保障全体の問

題として考えないといけない。社会保障の問題を

考えようと思うと労働市場との関係の中で考えな

いといけない。それは労働市場のことを考えても

同じです。そういうに考えるときに例えば介護や

保育，そうしたものを充実させるということが働

き続けたい人は働くことを可能にするし，長時間

労働から撤退しても社会保障があれば生活できる

という条件を可能にする。今そこから出るととに

かく生活できませんし，男はさっき話したように

甲斐性なしのレッテルを貼られますので，撤退し

たくてもできない。という状況ですから，そこは

もう少し労働市場の外の生活保障を上げることで

労働市場の質をよくする力，要するにVoiceor

Exitと言ったりしますが，労働市場の中で声を

上げる。あるいは，それから撤退するというよう

な異議申立の仕方が可能になる条件をつくるとい

うことが，1つにはまず必要だということです。
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あと，その関係ではやっぱり言ってみれば企業

のEmployabilityというんですか，それを上げる

ことが重要だというのもゴードンさんがおっしゃっ

たことと全く同じです。とにかく働く人の

Employabilityを上げなきゃいけないということ

で何だかんだと言うわけですが，実は職場の

Employabilityが非常に低いということが，いろ

いろな方面から指摘されています。これは例えば

中小企業なんかは特にそうなんですが，悪意があ

るわけじゃなくて，中小企業の人たちもどうやっ

ていいか分かんないということらしいですね。そ

こは例えばこういうふうにしてやると，障害を持っ

ている人も働けるようになるとか，そういう企業

に対するサポートというのも，積極的雇用政策の

中できちんと位置づけてやるべきだというふうに

思います。

Diversity経営というようなことが，大企業の

主に非常に有能な女性の雇用維持，雇用継続のた

めに言われるようにはなりましたが，それをさら

にいろいろな人たちに向けて広げていく。という

ために，例えば公共契約で行政が入札するときに，

その総合評価方式で多様性（Diversity）経営を

やっているところの配点を高くするとか，有価証

券報告書に女性の役員率を載せるとか，そういう

さまざまなことを積み重ねていく必要があると思

います。それが2点目です。

最後ですが，3点目には，やっぱり根本的にな

るのは人々の意識です。ほとんどの人は雇うほう

か雇われるほうかと言えば，雇われるほうのはず

なんですけど，頭の中では雇うほうみたいな意識

でものを考える人が非常に多いですね。頭の中だ

け資本家，頭の中だけ経営者みたいな。そういう

ような発想をする人が極めて多い，増えていると

思うので，「いや，あんた，使われているんだか

ら，使われている側から考えようよ」というよう

なことを意識の問題として広めていく必要があり

ます。その3つのことが差し当たり重要かなと思

います。以上です。

（阿部）それでは，この後フロアからの質問を

幾つか受けたいと思いますけれども，その前に1

つ，私のモデレーターの特権として質問させてい

ただきたいと思います。

これはゴードン先生と湯浅さんのお二人にお聞

きしたいんですけれども，ゴードン先生のスライ

ドの中では，社会的包摂という言い方をなさると

ころもありますし，貧困という言い方をなさって

いるところもあります。また湯浅さんの中でも，

いわゆる働きながらの貧困というワーキングプア

の問題の話をなさっているかと思います。ですけ

れども，やはり基本的な問題として一番ベーシッ

クなところですけれども，貧困対策ではなくて社

会的包摂対策でなければいけないというのであれ

ば，その2つの違いは何なのかというところをお

聞きしたいと思います。私自身，社会的包摂など

という言葉を使って人の前でしゃべることも多い

ですけれども，「社会的包摂政策って，誰も話す

人がないお年寄りのところに，お話サービスみた

いな人を派遣することですか」とか言う人がいる

んですね。でも，そういうことではないと思うんで

す。では，社会的包摂政策って貧困政策とどう違

うんですかというところをお聞きしたいと思います。

（ゴードン）欧州におきましては，今の質問に

対する回答は以下のとおりになります。貧困は排

除の原因に1つである。つまり貧困は，必要なお

金がない，市民として社会に参加するだけの十分

なるお金がない。よって，普通の人が当たり前と

して持っているものを持つことができない，社会

活動に参加できないということであります。でも，

全面的な市民活動から排除する原因としては貧困

以外の理由もあります。障害を負っている，社会

が十分に支援をくれないから参加できない，ある

いは介護の責任を負っている，あるいは長時間労

働を強いられているから十分に社会活動に参加で

きないという場合もありましょう。または外に出

るのが怖い。犯罪率が自分の住んでいる地区で高

いから，外に出ることが恐ろしい。よって，排除，

あるいは包摂政策というのは，みんながよい政策

で生活ができる，そして全ての活動に参加できる

ようにするということです。そうすることによっ

て社会が改善するということです。それが欧州の
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概念です。

（湯浅）公式的にはゴードンさんがおっしゃる

とおりだと思います。ただ，個人的には，私自身

は貧困の問題というのを言ってきたんですけれど

も，貧困の問題というのを私は「五重の排除」と

言ったりしていますが，社会的排除の文脈で考え

てきているので，自分の貧困概念と社会的排除の

関係で言うと，あんまり違いを感じないというの

が個人的には正直なところです。社会的なさまざ

まな参加のバリアがなくならないと基本的には貧

困の問題も解決しないので，そういう意味で社会

的排除と貧困の問題は私の中ではほとんどオーバー

ラップして考えています。公式的な区別というの

は，やっぱり特に貧困問題の貧困概念のほうが，

私は個人的に考えているものと公式のものがちょっ

と違うので，そこに違いが出るのではないかと思っ

ています。

（フロアA）ブラッドショーさんの「イギリス

から学ぶなんて」いう警告はとても面白く聴きま

した。日本の若者の貧困率が低いという話につい

ては，私は大学で働いているんですけれども，日

本の現状でいうと大学3年生の後期から，長い人

では4年生の卒業するまで，学業よりも就職活動

に専念しなければいけないというような状況も少

なからずあるということをお伝えします。

質問はパンタジスさんにですが，イギリスで就

労インセンティブを高めて，それで労働市場に送

り出すという政策が一定の効果を収めたと。けれ

ども，一方で長時間労働の問題であるとか，それ

から障害を持つ人，ケア負担，ケア役割を持って

いる人というのが二重の負担になって，排除とい

うものをもたらしている部分があるというふうに

おっしゃったんですけれども，その点については，

今の新しい保守党と民主党の連立政権の新しい政

策の中では，どういうふうに検討されているのか

ということを教えてください。

（パンタジス）連立政権はある意味におきまし

て，これまでの政策を継続しております。例えば

労働市場活性化政策。特に片親等について，とり

わけ女性について子どもがいて，例えば7歳の子

どもがいるという場合におきましては，積極的に

仕事を見つけていかなければならないというふう

にしています。新しい連立政権のもとでは，女性

の片親の場合で，5歳の子どもがいる場合におい

ても，仕事を見つけなさいというふうに指導をし

ています。

したがって，こういった女性たちは仕事を得る

機会を与えられるということにはなります。しか

し，一方でジレンマもあります。同時に申し上げ

なければならないことは，労働党政権のもとにお

いては，女性が労働市場に参画することに対して

さまざまな促進をするということ，さまざまな手

段を講じて，これを行ってまいりました。例えば

育児戦略を確立する，さらには保育所を急激に増

やすということを行ったわけでありまして，乳児

向けの対策ということも行っています。さらには

給与を適正なところにする。そして100万の人を

貧困層から抜け出させ，そのうちの3分の1は女

性でなければならないという取り組みを行ってき

ました。したがって，こういった特に子どもを持っ

た女性にとって非常に重要なことであった。貧困

に陥ってしまうリスクがある人たちを救うために

は，非常に重要な意味があったと思います。

（フロアB）湯浅さんにお聞きしたい。1人で2

人前働くという社会が今，変質をしてきていて，

これは男女平等とかももちろん絡んでいるんです

けれども，今はたぶん1.5人前と0.5人前ぐらいに

なっていて，0.5人前がいわゆる非正規問題で，

1.5人前が長時間労働問題というのを引き起こし

ていると思うんです。1人前になれば，おそらく

女性にとっては従属から自立ということになるわ

けですので，私は望ましい方向だと思いますし，

その方向に向かって，ぜひ政策的に頑張っていた

だきたいと思うんです。

そのときにその最大の障害は公務員になると思

うんですね。今でも相対的にスーパーリッチは公

務員の夫婦共働きということになっていまして，

おそらく民間のほうは1人前に向かって進むと思
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うんですけれども，公務員はなかなかそのあたり

が難しいのではないかと。先ほど少なすぎるとい

うお話がありましたが，私もそう思いますけれど

も，多すぎる，守られすぎるということも含めて

公務員制度改革についてどのようにお考えなのか，

ご意見を伺いたいと思います。

（湯浅）正規と非正規が1.5人と0.5人分になっ

ているというのはおっしゃるとおりだと思います。

かつては男が正規で，女が主婦パートでカップル

になればいいじゃないかといって容認してきたわ

けですけれども，一人ひとりで1人前で進める

ようにすることが必要だというのもおっしゃると

おりだと思います。

そのためには先ほどもお話ししましたが，日本

はその支出のカーブが非常に高く，年功序列型の

支出カーブを描きますので，やっぱりそれを下げ

ていかないとこの両方の歩み寄りというのも見出

せないだろうと思っているということで，賃金の

問題を社会保障の問題とセットで考える必要があ

るんじゃないかという話を先ほどしました。

その上で，公務員の方のお話が出ましたが，公

務員の賃金が相対的に民間より高いという中でこ

の間，減らされてきているのはご承知のとおりで

す。公務員カップルというのが実際両方ともそこ

そこもらっているので，そこそこのものになるわ

けです。でも，それは民間でも正規同志カップル

と非正規同志カップルが多くなるのは傾向として

もうそうなので，公務員に限らず正規の人は正規

と結婚する割合が高くなるし，非正規の人は非正

規カップルになる可能性が高くなる。そういう意

味ではそこは公務員に限らない話だと思います。

その上で，公務員制度改革の問題ですけれども，

基本的に公務員の人たちが国民のために能率よく

無駄なく働けるようになるということは，誰も反

対しないと思います。ですが，そのためにより一

層，公務労働を削って公共サービスを低下させて

いくということが今，一般的に言われているよう

に，「俺らは税金払うんだから，おまえらも削れ」

みたいな，なんか公共サービスと市民国民が対立

しているかのような図式の中で，公務員制度改革

というのが出る文脈というのには非常に強い違和

感を覚えます。それで問題が解決するとはとても

思えない。

例えばイギリスに昨年，私，視察に行ったとき

に，イギリスのハローワークに当たるジョブセン

ター・プラスというところの職員の方は，求職者

400人に対して1人ですね。しかも，リーマンショッ

クのときに1万6,000人を増やした。ある意味，

当然ですね。失業者が増えるんだから職員も増や

す。ところが，日本のハローワークの職員は求職

者6,000人に対して1人しかいません。これで1時

間半待ち，2時間待ちのハローワークの状態が生

まれるわけですよね。それで，「何だ，相談に行っ

たって，ほとんど待たされるばっかりで相談にも

乗らないで，こんな何やっているんだ，おまえら」

ってやられるんだけれども，当たり前ですよね。

6,000人に1人しかいないんだもん。というふう

なことを，もうちょっと冷静になって話せるよう

にしたほうがいいんじゃないかなと思います。

（フロアC）これまでの議論を聴いていると，

最終的に日本社会において貧困とか社会的包摂に

ついて，どういう国民的理解を得られるかという

のが重要な課題だと思うんですね。先ほど，メディ

アの人がなかなか理解してくれないとか，書いて

くれないという湯浅さんの話もありました。とこ

ろが，私，記者をしていて，例えば「貧困」とい

う言葉を原稿の中で使おうとすると「格差」と訂

正されるとか，ましてや社会的包摂とかいうと，

「そんなの，分かんないから取材に行かなくても

いいんだ」と言われるというのが，日本のメディ

アの現状なんです。

それで，ちょっとゴードンさんかブラッドショー

さんに伺いたいんです。サッチャー政権の末期の

ころ，イギリスで貧困の問題をドキュメンタリー

でチャンネル4という局がやっていたんですね。

「ブレッドライン・ブリテン」というシリーズで

貧困の，例えば母子家庭の貧困，高齢者の貧困，

あるいは障害者の貧困なんかをシリーズでやって

いました。そのときにテロップを見たり，番組の

小冊子を後で申し込んで送られてきたんですが，
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それを見てみたら，研究者とジャーナリストが一

緒になってこの番組はつくられたと。そのときに

いただいた小冊子の中には，相対的貧困に関わる

ようなイギリス国民の意識調査で，例えばクリス

マスのときに家族プレゼントを与えられれば，そ

れは貧困かどうか，基準と言えるかという，○か

×かみたいなアンケート調査があって，そういう

ところで市民にいかに理解をしてもらうかという

試みが，研究者もジャーナリストもあるんだなと

いうふうに理解をしたんです。

社会的包摂，あるいは貧困という言葉がどれだ

けイギリス社会で受け入れられているのか，理解

されているのかということと，メディアとの共同，

あるいはメディアに対する働きかけはどうなって

いるかということをぜひ伺いたいと思います。

（ゴードン）実は，私も研究者として，ジャー

ナリストと一緒にその番組の仕事をさせていただ

いたということを告白しなければなりません。

「ブレッドライン・ブリテン」を1990年代初頭に

作ったその張本人の1人です。非常に緊密に，こ

のドキュメンタリーの制作者と協力をさせていた

だきましたし，そして社会科学にきちんと基づい

たものにしようということで協力をさせていただ

きました。

我々にとりましては，学者というのは一般の人

たちにうまく話ができないということがあります。

この点についてはドキュメンタリー制作者のほう

が秀でているということがありました。したがっ

て，豊かなイギリスにおいて人々の生活がどうなっ

ているのか，そして何をして何をしなければならな

いのか，社会全体を改善していくために何をしなけ

ればならないのかということを訴えていきました。

そして，またこの中におきましては，社会的包

摂について話をしたわけでありますが，政府は当

時そういった貧困の問題はないのだということで，

この問題について敵対的だったわけでありますけ

れども，それは事実ではないのだということを説

得することができたと思います。こういった問題

について何かしなければならないと政府も思うよ

うになったということであります。

例えば，ホームレスの問題につきましても，そ

の人々の行動の結果だけではないということ。ホー

ムレスの人たちの問題を考える場合に当たっては，

安価な入手可能な家を用意しなければならないと

いうこと，貧しい人たちの行動の問題ではなく，

社会的な政策の問題であるということを訴えたと

いう点において成果があったかと思います。

（フロアD）日本で子ども手当が導入されたん

ですけれども，残念ながらというか，ばらまきと

いうことを言われて，所得制限が入るということ

になりそうです。このばらまきという批判は，実

を言うと子ども手当だけではなくて，日本では高

校授業料の無償化というところも，所得制限が入っ

ていくんじゃないかなということが今言われてい

るんです。

そういう中で，イギリスはこの子ども手当につ

いて所得制限がずっとなくてやっていらっしゃっ

たということで，それは僕もすごいなと思うんで

す。逆にいうと，これはどういうふうにして多く

の国民の合意を得たのかというところを，すごく

不思議に思うんです。

ブラッドショーさんに聞きたいのは，イギリス

だけではなくてEUの何カ国かも，やっぱり子ど

も手当が所得制限ないままで維持できているとい

うことも聞いて，そこら辺をどういうふうにみん

なで共有できているのか，ぜひとも聞きたいです。

（ブラッドショー）子ども手当の普遍性に関し

ては批判がありました。導入以降，繰り返し批判

されてきました。でも，今までのところ全ての政

権は説得されておりまして，普遍的なものとして，

家族手当は提供すべきと合意しています。そして

（低い）所得水準では追加給付をして，効率的に

低所得世帯を保護するということであります。

いろいろな貧困の罠を避けるための，ディスイ

ンセンティブやインセンティブを働かせるという

こと，そして行政管理もそういうことになってし

まうとかなり複雑になるんですけれども，もちろ

んおっしゃるとおりばらまき政策と言われたかも

しれませんが，日本でそういうような家族手当を
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導入したのは，私としてはハッピーでした。とい

うのは，それが導入されたのはこのアジア地域に

おきまして初めてだと思います。実際にEU以外

の地域で導入されたのは日本が初めてと私は理解

しております。

世銀は世界中を回っておりまして，中所得国に

対して，普遍的な子ども手当制度はもうひどいか

らやめろということを残念ながら説得しておりま

して，低所得世帯に提供するべきと言っています。

でも，普遍的制度は実行性があるんです。おそら

く子ども手当において所得制限をかけるかどうか

というのは，むしろ事務的な問題になると思いま

す。つまり適確家族と適確世帯をどうやって区別

するのかという事務的なことであって，夫婦両方

が稼いでいるとどうするかということ，その基準

をどう設けるかというような事務的なことになる

と思います。

イギリスの連立新政権は，とうとう我が国の子

ども手当に所得制限を提供するということを決め

てしまいましたので，今後イギリスでは制限なし

の普遍的な制度ではなくなります。これは，そん

なに多くの影響はありませんが，子どものいる世

帯の20％ぐらいに影響が及ぶでしょう。ですの

で，ある程度の制限が我が国では導入されてしま

うんですけれども，日本ではぜひそれに抵抗して

ください。

（阿部）時間となってしまいましたので，私自

身も聞きたい質問が山のように心の中に出てきま

したけれども，ちょっとぐっと押さえまして，こ

こで解散とさせていただきたいと思います。長時

間，それもこんなにいいお天気の土曜日にここに

集まっていただき，どうもありがとうございまし

た。もう一度パネリストおよび基調講演者の皆さ

まに拍手をお願いします。（拍手）
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